
議案第５７号 

 

四條畷市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

次のとおり四條畷市介護保険条例の一部を改正する条例を制定するにつき、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和６年２月１９日 提出 

 

四條畷市長 東  修 平    

 

提案理由 

 くすのき広域連合の解散に伴い、本市において令和６年度以降の介護保険事業を単独実

施するために、介護保険料及びその賦課徴収等に関することを定める必要があるため、本

案を提案した。 



四條畷市介護保険条例の一部を改正する条例 

四條畷市介護保険条例（令和５年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第１章 四條畷市が行う介護保険（第１条） 

第２章 介護認定審査会（第２条・第３条） 

第３章 保険料（第４条―第１２条） 

第４章 罰則（第１３条―第１７条） 

第５章 雑則（第１８条） 

附則 

第１章 四條畷市が行う介護保険 

第１条の次に次の章名を付する。 

第２章 介護認定審査会 

本則に次の３章を加える。 

第３章 保険料 

（保険料率） 

第４条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる

第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３９条

第１項第１号に掲げる者 ３９，０８８円 

(２) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ５８，８４６円 

(３) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５９，２７６円 

(４) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ７７，３１７円 

(５) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ８５，９０８円 

(６) 次のいずれかに該当する者 １０３，０８９円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条



の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が０を

下回る場合には、０とする。以下同じ。）が１２０万円未満である者であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者（以

下「要保護者」という。）であって、その者が課される保険料額についてこの号の

区分による額を適用されたならば同法第２条に規定する保護（以下「保護」という。）

を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(１)に係る部分を除

く。）又は次号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第

１３号イ、第１４号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 

(７) 次のいずれかに該当する者 １１１，６８０円 

ア 合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第

１２号イ、第１３号イ、第１４号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 

(８) 次のいずれかに該当する者 １２８，８６２円 

ア 合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、

第１３号イ、第１４号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 

(９) 次のいずれかに該当する者 １４６，０４３円 

ア 合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、

第１４号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 



(10) 次のいずれかに該当する者 １６３，２２５円 

ア 合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ若しくは第１２号イ、第１３号イ、第１４

号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 

(11) 次のいずれかに該当する者 １８０，４０６円 

ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ、第１３号イ、第１４号イ若しくは第１５

号イに該当する者を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １９７，５８８円 

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ、第１４号イ若しくは第１５号イに該当す

る者を除く。） 

(13) 次のいずれかに該当する者 ２０６，１７９円 

ア 合計所得金額が７２０万円以上８２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イ若しくは第１５号イに該当する者を除く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 ２１４，７７０円 

ア 合計所得金額が８２０万円以上９２０万円未満である者であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 



イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

(15)  次のいずれかに該当する者 ２２３，３６０円 

ア 合計所得金額が９２０万円以上１０００万円未満である者であり、かつ、前各号

のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(１)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

(16) 前各号のいずれにも該当しない者 ２３１，９５１円 

２ 前項第１号から第３号までに掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、同項第１号から第３号

までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

(１) 前項第１号に掲げる第１号被保険者 ２４，４８３円 

(２) 前項第２号に掲げる第１号被保険者 ４１，６６５円 

(３) 前項第３号に掲げる第１号被保険者 ５８，８４６円 

（普通徴収に係る納期等） 

第５条 普通徴収に係る保険料の納期（以下「納期」という。）は、次のとおりとする。 

(１) 第１期 ７月１日から同月末日まで 

(２) 第２期 ８月１日から同月末日まで 

(３) 第３期 ９月１日から同月末日まで 

(４) 第４期 １０月１日から同月末日まで 

(５) 第５期 １１月１日から同月末日まで 

(６) 第６期 １２月１日から同月２５日まで 

(７) 第７期 １月１日から同月末日まで 

(８) 第８期 ２月１日から同月末日まで 

(９) 第９期 ３月１日から同月末日まで 

２ 前項に規定する納期の末日が民法(明治 29 年法律第 89 号)第 142 条に規定する休日又

は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納期の末
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日とする。 

３ 前２項に規定する納期により難い第１号被保険者に係る納期及び各納期の納付額は、

市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第１号被保険者又は

その連帯納付義務者（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１

３２条第２項及び第３項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。

第７条において同じ。）に対し、その納期及び各納期の納付額を通知しなければならない。 

４ 納期ごとの分割金額に１０円未満の端数があるとき、又はその分割金額が１０円未満

であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算す

るものとする。 

（賦課期日後において第１号被保険者の資格取得、喪失等があった場合） 

第６条 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を取得した場合における当該第１号

被保険者に係る保険料の額の算定は、第１号被保険者の資格を取得した日の属する月か

ら月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を喪失した場合における当該第１号被保

険者に係る保険料の額の算定は、第１号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月

まで月割をもって行う。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受

給権を有するに至った者及び同号イの(１)に係る者を除く。）、ロ若しくはニ、第２号

ロ、第３号ロ、第４号ロ若しくは第５号ロ又は第４条第６号イ、第７号イ、第８号イ、

第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ若しくは第

１５号イに該当するに至った第１号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至っ

た日の属する月の前月まで月割により算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額と

当該該当するに至った日の属する月から令第３９条第１項第１号から第５号まで及び第

４条第６号から第１５号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料

の額の合算額とする。 

４ 前３項の規定により算定された当該年度における保険料の額に１０円未満の端数が生

じる場合は、これを切り捨てるものとする。 

（保険料の額の通知） 

第７条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第１号被保険者又はそ

の連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とす



る。 

（保険料の督促手数料） 

第８条 市長は、督促状を発した場合には、督促状 1通について、50円の手数料を徴収し

なければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しな

いことができる。 

（延滞金） 

第９条 法第１３２条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者（以下「納

付義務者」という。）は、納期限後にその保険料を納付する場合において、当該納付金

額が２,０００円以上（１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）で

あるときは、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該

納付金額につき年１４.６パーセント（納期限の翌日から３月を経過する日までの期間に

ついては、年７.３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して納付しなければならない。ただし、延滞金額に１００円未満の端数があるとき又は

その全額が１,０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるもの

とする。 

２ 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当

たりの割合とする。 

３ 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得な

い理由があると認める場合には、第１項の延滞金を減免することができる。 

（保険料の徴収猶予） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全

部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申

請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、６月以内の

期間（その期間を延長することにつきやむを得ない理由があると市長が認める場合には、

その者の申請に基づき市長が定める相当の期間）に限って徴収猶予することができる。 

(１) 第１号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者（以下「生計維

持者」という。）が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家

財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 

(２) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡したこと、又は第１号被保険者

の属する世帯の生計維持者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したこと



により、当該生計維持者の収入が著しく減少したこと。 

(３) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事

業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 

(４) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害等による農作

物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。 

(５) 前各号に掲げる事実に類する事実があったこと。 

２ 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を受けようとす

る理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計維持者の氏名、住所及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。） 

(２) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特

別徴収対象年金給付の支払に係る月 

(３) 徴収猶予を受けようとする理由 

（保険料の減免） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に

対し、保険料を減免する。 

(１) 第１号被保険者又はその属する世帯の生計維持者が、震災、風水害、火災その他

これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受け

たこと。 

(２) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者が死亡したこと、又は第１号被保険者

の属する世帯の生計維持者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことに

より、当該生計維持者の収入が著しく減少したこと。 

(３) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事

業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 

(４) 第１号被保険者の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつ、冷害等による農作

物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。 

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項

を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出



しなければならない。 

(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計維持者の氏名、住所及び個人番号 

(２) 減免を受けようとする保険料の額 

(３) 減免を受けようとする理由 

３ 第１項の規定による保険料の減免は、前項の規定による保険料の減免申請のあった日

の属する月分に係る保険料から行うものとする。 

４ 第１項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、

直ちにその旨を市長に届け出なければならない。 

（保険料に関する申告） 

第１２条 第１号被保険者は、毎年４月１５日まで（保険料の賦課期日後に第１号被保険

者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から１５日以内）に、第１号被保険者

本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町民税

の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

第４章 罰則 

第１３条 第１号被保険者が法第１２条第１項本文の規定による届出をせず（同条第２項

の規定により当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除

く。）、又は虚偽の届出をしたときは、１００,０００円以下の過料に処する。 

第１４条 法第３０条第１項後段、法第３１条第１項後段、法第３３条の３第１項後段、

法第３４条第１項後段、法第３５条第６項後段、法第６６条第１項若しくは第２項又は

法第６８条第１項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、１

００,０００円以下の過料に処する。 

第１５条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他そ

の世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第２０２条第１項の規

定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の

規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、１０

０,０００円以下の過料に処する。 

第１６条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金（法第１５０

条第１項に規定する納付金及び法第１５７条第１項に規定する延滞金を除く。）の徴収

を免れた者は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料に処する。 



第１７条 第１３条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。 

２ 第１３条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき

納期限は、その発行の日から起算して１０日以上を経過した日とする。 

第５章 雑則 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附則に次の３項を加える。 

（くすのき広域連合の解散に伴う経過措置） 

４ 令和５年度以前の年度分の保険料であって四條畷市が徴収すべきものについては、失

効前のくすのき広域連合介護保険条例（平成１２年くすのき広域連合条例第４号。次項

において「旧広域連合条例」という。）の例による。 

５ 旧広域連合条例第１３条第１項の規定により保険料の減免を受けた者で、当該減免の

期間が令和６年４月１日以降に及ぶものについての第１１条第４項の規定の適用につい

ては、同項中「第１項」とあるのは「失効前のくすのき広域連合介護保険条例（平成１

２年くすのき広域連合条例第４号）第１３条第１項」とする。 

（延滞金の割合の特例） 

６ 当分の間、第９条第１項に規定する延滞金の年１４.６パーセントの割合及び年７.３

パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付

割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセ

ントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７.３パーセントの

割合に満たない場合には、その年中においては、年１４.６パーセントの割合にあっては

その年における延滞金特例基準割合に年７.３パーセントの割合を加算した割合とし、年

７.３パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（当該加算した割合が年７.３パーセントの割合を超える場合には、年７.

３パーセントの割合）とする。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


